
議案第２号 

 

   紫波町立赤石小学校校舎増築業務の変更請負契約の締結に関し議決を求めるこ 

とについて 

 

 令和６年９月１９日に議会の議決を得た紫波町立赤石小学校校舎増築業務の請負契約

の締結に関し、その一部を次のとおり変更するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（昭和３９年紫波町条例第９号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

１ 業 務 名  紫波町立赤石小学校校舎増築業務 

２ 場  所  紫波町南日詰字箱清水地内 

３ 請 負 者 

   住 所  岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪３５番地１ 

   名 称  橘建設㈱・㈱トミオカ特定建設工事共同企業体 

         代表者 橘建設株式会社  代表取締役 岡 崎 美由紀 

         構成員 株式会社トミオカ 代表取締役 冨 岡 靖 博 

４ 変更事項 

 (１) 変更前の契約金額  ７０３，８６８，０００円 

 (２) 変更後の契約金額  ７０９，９４６，６００円 

 (３) 増 額 す る 金 額    ６，０７８，６００円 

 

 

  令和８年１月２２日提出 

 

紫波町長 熊 谷   泉  

 

 

 

 

 理由 

紫波町立赤石小学校校舎増築業務の変更請負契約を締結しようとするものである。これ

が、この議案を提出する理由である。 



１ 変更の要因  

受注者から請負契約締結時と比較し物価水準等に変動が生じ、施工費が不適当となっ

たことを理由として当該施工費を変更するよう請求があったため。  

 

２ 対象経費 

基準日である令和７年９月20日時点で既に施工済みの部分を除いた基礎、セメント板、

金属、建具等に係る材料費及び労務費を対象とする。 

  

３ 経緯及び今後のスケジュール  

令和６年９月19日 契約締結（議決）  

令和７年９月20日 スライド条項に基づく施工費の変更請求を受理 

９月25日 スライド条項に基づく施工費の変更協議開始 

  令和８年１月15日 変更請負仮契約締結 

１月22日 変更請負契約締結（議決後）予定 

３月27日 竣工予定 


